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　「有」の場合は、下記の「健康保険　被扶養者届【資格取得時】」を記入してください。

□ □ □

・任意継続被保険者の資格取得時に、被扶養者となられる方について記入してください。

・資格取得日の翌日以降に被扶養者となられる方は、別途「被扶養者（異動）届」を提出してください。

　       被 扶 養 者 の 氏 名

(ﾌﾘｶﾞﾅ）

(ﾌﾘｶﾞﾅ）

(ﾌﾘｶﾞﾅ）

(ﾌﾘｶﾞﾅ）

（R6.12）

有　・　無

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

（氏） （名）

資格確認書発行要否

※ 「６カ月前納」および「１２カ月前納」を希望された場合、資格取得年月日（上記⑧欄の資格喪失年月日）
  の属する月の月末までに前納保険料を納付していただく必要があります。

毎月納付

常務理事 事務長 担当

健康保険　任意継続被保険者　資格取得申出書

重　要  別添「誓約書」も必ず提出して下さい。

記号 番号

昭和 ・ 平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

事 業 所 名 称

事 業 所 所 在 地

資格喪失年月日
（ 退 職 日 の 翌 日 ）

保険料の納付方法について、次のいずれか一つに ☑ をつけてください。

６ カ月前納 １２ カ月前納

健康保険　被扶養者届　【資格取得時】

被
 

扶
 

養
 

者
 

欄

　昭和
　平成　     年　　月　　日
　令和

男
・
女 万円

同居 ・ 別居

　昭和
　平成　     年　　月　　日
　令和

男
・
女 万円

同居 ・ 別居

　昭和
　平成　     年　　月　　日
　令和

男
・
女

※ 　添付書類が提出できない事情にある
　　　場合は、その理由を記入してください。

上記の事実に相違ありません。　　資格取得申出者氏名

雪の聖母会健康保険組合

　昭和
　平成　     年　　月　　日
　令和

男
・
女 万円

同居 ・ 別居

配偶者が申出者の扶養とならないときは、その配偶者の年間収入を記入してください。 万円

受付日付印

被保険者等の 記号・番号

申出者の生年月日

申出者の氏名

性別 男　・　女

申出者の住所

電話番号

被扶養者の有無

勤務していた
事業所名称等

保険料の納付方法

 同居別居の別

　 扶 養 に 関 す る 申 立 欄

被扶養者の生年月日 性別 続柄 　 職    業 　年間収入

万円

同居 ・ 別居



重要

誓　約　書

健康保険任意継続被保険者の資格取得に際し、下記事項について遵守します。

記

　　　　１．資格喪失の際は、資格確認書をすみやかに返却します。（発行者のみ）

被保険者氏名

雪の聖母会健康保険組合　理事長　殿

　　　　２．特定健康診査を「特定健診受診券」の有効期限内に必ず受診いたします。
　　　　　　※当該年度４０歳以上７５歳未満の被保険者及び被扶養者の方

年　　　月　　　日

保険者は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて、当該年度４０歳以

上７５歳未満の被保険者及び被扶養者に対し、生活習慣病に関する健康診査（特

定健康診査）及びその結果により健康の保持に務める必要がある者に対する保健

指導（特定保健指導）を実施することとされています。

国が示す指針においては、平成２５年度から「特定健康診査の実施率」「特定保

健指導の実施率」によって、後期高齢者支援金を増額または減額されることになり

ます。

医療機関に従事されていた職員としての義務意識をお持ちいただき、必ず「特

定健康診査」をご受診ください。

※同一年度内で、一般被保険者・被扶養者時に受診済の方は、対象外です。



１．任意継続の加入期間

　‹資格を喪失する場合›

　　（１）任意継続被保険者該当期間が満了したとき （２）健康保険の被保険者資格を取得したとき

　　（３）船員保険の被保険者資格を取得したとき （４）保険料を納付期限までに納付しなかったとき

　　（５）任意継続被保険者が死亡したとき （６）後期高齢者医療制度に該当するようになったとき

　　（７）被保険者からの申出があったとき

2．任意継続の保険料額

　・任意継続の保険料額については、下記の理由により変更となる場合があります。

　‹保険料額が変更される場合›

　（１）任意継続加入中に４０歳になり介護保険被保険者に該当した場合（一般保険料＋介護保険料）

　（２）任意継続加入中に６５歳になり介護保険被保険者に該当しなくなった場合

　（３）健康保険料率または介護保険料率が変更された場合

　（４）雪の聖母会健康保険組合の健康保険における平均標準報酬月額が変更された場合

３．保険料の納付方法

  （１）納付書にて毎月納付していただく方法
　　  ・毎月初めに当組合より納付書を送付いたしますので、納付書に記載されている「納付期限」までに納付してください。

　　《納付期限が１０日とならない場合》

 　 　①当該月の１０日が土日・祝日の場合 （納付期限は翌営業日）

 　 　②初めて保険料を納付する場合 （納付期限は保険者が指定した日）

   ※１　納付書が届かない場合または紛失した場合は、早急に雪の聖母会健康保険組合に連絡してください。

 　※２　納付期限までに保険料が納付されなかった場合は、任意継続の資格を喪失することとなります。

　　　  　なお、初回分の保険料が納付期限までに納付されなかった場合は、被保険者の資格が取り消しとなります。

　（２）前納にて６ヵ月分または１２ヵ月分を納付していただく方法
  　　①６ヵ月前納を選択した場合

    　②１２ヵ月前納を選択した場合

　　   　資格取得した際に、資格取得月の翌月分から当該年度の３月分までの保険料を納付することができます。

 　※１　保険料を前納にて納付する場合は、保険料が割引きとなります。（年利４分の割引き）

  （３）納付していただく場所

　　　　 ３月から８月に資格取得した場合は、資格取得月の翌月分から９月分までの保険料、９月から翌年２月に資格取得し
　　　 　た場合は、資格取得月の翌月分から当該年度の３月分までの保険料を納付することができます。

 　※２　前納の納付期限は、資格取得年月日の属する月の月末となっていますので、資格取得申出書を提出された時期
           によっては、前納にて納付することができない場合があります。詳しくは、雪の聖母会健康保険組合までお訊ねく
　　　　   ださい。

    　・保険料(毎月または前納)の納付は、雪の聖母会健康保険組合より送付された納付書をご利用いただき、銀行窓口
　　　またはATM（納付期限の午後３時まで）で納付してください。

任意継続被保険者について

　　　・「納付期限」は、原則として毎月１０日となっていますが、以下の理由により「納付期限」が１０日にならない場合があり
        ます。必ず「納付期限」を確認してください。

 　　　　　　　　《保険料の納付方法については、以下のいずれかの方法により納付してください。》

　・任意継続の保険料額は、退職時の標準報酬月額または、雪の聖母会健康保険組合が定めた額（平均標準報酬月額）
   のいずれかの低い額に決定されます。

　・勤務していた時の健康保険料については、事業主と被保険者で折半していましたが、任意継続の保険料については、
　 全額任意継続被保険者の自己負担となります。

　・任意継続の加入期間は、任意継続被保険者となってから２年間となります。ただし、以下の理由に該当する場合は２年
　  を経過する前に、任意継続の資格を喪失することとなります。




